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図２－６ 捕獲と学習放獣の状況 

        （2021 年度（令和 3 年度）は令和 3 年 12 月 31 日現在） 

 

 

 2-2 保護管理の目標 

 

 2-2-1 個体群の維持および発展 

 

 保護管理のための区分として、環境省作成の「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガ

イドライン（2010年 3月）」では次の個体数水準および里山特定個体の区分が用いられて

いる。 

 

個体数水準１（危機的地域個体群） 

  個体数（成獣、以下同じ）100頭以下、または分布面積が極めて狭い（例えば＜1,000

㎢）地域個体群。 

 

個体数水準２（絶滅危惧地域個体群）   

  個体数が100頭～400頭程度で、現状を放置すると水準１の危機的地域個体群に移行す

るおそれのある地域個体群。 

 

個体数水準３（危急地域個体群） 

  個体数が400頭～800頭程度で、現状を放置すると水準２の絶滅危惧地域個体群に移行

するおそれのある地域個体群。 

 

個体数水準４（安定存続地域個体群） 

  個体数が800頭以上で、絶滅のおそれは当面ない個体群（しかし乱獲や不適切な管理に

よっては水準３の危急地域個体群に移行するおそれのある地域個体群）。 

 

里山特定個体 

 里地里山環境の変化により、過去数十年間の間に分布域拡大が起きた地域の個体群。 

各個体数水準に含めるが、被害防除のため必要に応じて分布管理を行う。 

 

 

 

注１） H18、H22、R01 の捕獲頭数には、それぞれ麻酔中の死亡、傷病による安楽死、許可捕獲による捕殺の１頭を含む。 
注２） R01 に警察官職務執行法により１頭捕殺しているが捕獲頭数に含めていない。 
注３） R03 の放獣頭数には狩猟者による放獣１頭を含む。 






























